
 

 

 

 

 

2023 年 5月 26日 

 

トルコ REACH 予備登録・本登録期限および業務のお申込みについて 

 

2017年 12月 23日からトルコ REACH規則（KKDIK）が施行され、トルコ国内での年間 1 トンを超え

る化学物質（単一、混合物、または成形品中の意図的放出物質）の輸入/製造には登録が必要となりまし

た。2023年 12月 31日まで輸入/製造するためには予備登録、その後の輸入/製造のためには本登録が必

要です。 

・予備登録期限 ：2023年 12月 31日まで延長 

・本登録期限 ：2023年 12月 31日 

2024年 1月 1日以降、本登録を完了していない物質は輸入/製造することができません。 

物質によっては、SIEF、LR（先導登録者）が決まっていない状況のため、本登録までの期間が 5～7 か月

かかると言われています。また、本登録を進める前に、物質同定のための分析データの準備・評価が必要となりま

す。 

 

＜三菱ケミカルリサーチの登録代行業務について＞ 

弊社の登録代行業務では、現地代理店を OR として、登録までの円滑な取り進めを行います。 

■KKDIK登録の OR の作業 

-OR指名、登録物質の同定の分析表評価 

-SIEF コミュニケーション、データシェアのための交渉 

-エキスパートによる SDS作成、ドシエ作成、CSR作成、分類、ラベル確認 

-輸入者の年間輸入量、トン数帯の管理 

■弊社への各業務お申込み期限 

・予備登録 ：2023年 12月 8日 

・本登録 ：2023年 6月 1日 

 

参考：トルコ当局｜ケミカルヘルプデスク（リンク先 By-Law の部分より英語版の

法令文書をダウンロードしていただけます） 

https://kimyasallar.csb.gov.tr/mevzuat/54 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

株式会社三菱ケミカルリサーチ 製品安全評価部門 

〒160-0017 東京都新宿区左門町 16 番地 1 四谷 TN ビル 5 階 

HP：https://www.mitsubishichem-res.co.jp/psa/contact/ 

https://kimyasallar.csb.gov.tr/mevzuat/54
https://www.mitsubishichem-res.co.jp/psa/contact/

